
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
11

○

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
12

○

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
抄
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13
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○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八
十
四
号
）
抄

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

二

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
政
令
で
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。

イ

当
該
区
域
に
、
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
（
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
貯
蔵
所
、
製
造
所
又
は
取
扱
所
（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
除
く
。
以
下
「
石
油
貯
蔵
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
石
油
の
貯
蔵
量
及
び
取
扱
量
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
合
計
し
て
得
た
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
政
令
で
定
め
る
基
準
貯
蔵
・
取
扱
量
で
除
し
て
得
た
数
値
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
事
業
所
に
お
い
て
定
置
式
設
備
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
一
日
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る

ガ
ス
の
容
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
政
令
で
定
め
る
基
準
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
値
が
一
以
上
と
な
る
事
業
所
を
含
む
二
以
上
の
事

業
所
が
所
在
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
石
油
貯
蔵
所
等
を
設
置
し
て
い
る
す
べ
て
の
者
の
事
業
所
に
お
け
る
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
を
合
計
し

た
数
量
を
政
令
で
定
め
る
基
準
総
貯
蔵
・
取
扱
量
で
除
し
て
得
た
数
値
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の
者
の
事
業
所
に
お
け
る
高
圧
ガ
ス
の

処
理
量
を
合
計
し
た
数
量
を
政
令
で
定
め
る
基
準
総
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
値
が
一
以
上
と
な
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
区
域
に
所
在
す

る
特
定
の
事
業
所
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
災
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
当
該
区
域
に
つ
い
て
一
体
と
し
て
防
災
体
制
を
確

立
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

三
～
十

（
略
）

（
自
衛
防
災
組
織
）

第
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
防
災
要
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
自
衛
防
災
組
織
が
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
化
学
消
防
自
動
車
、
泡
放
水
砲
、
消
火

用
薬
剤
、
油
回
収
船
そ
の
他
の
機
械
器
具
、
資
材
又
は
設
備
（
以
下
「
防
災
資
機
材
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
・
６

（
略
）

（
共
同
防
災
組
織
）
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第
十
九
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
防
災
要
員
を
配
置
し
、
及
び
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
た
共
同
防
災
組
織
を
設
置
し
て
い
る
特
定
事
業
者
は
、
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
自
衛
防
災
組
織
に
置
く
べ
き
防
災
要
員
の
数
及
び
備
え
付
け
る
べ
き
防
災
資
機
材
等
の
数
量
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
・
６

（
略
）

（
措
置
命
令
及
び
使
用
停
止
命
令
）

第
二
十
一
条

市
町
村
長
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
事
業
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
自
衛
防
災
組
織
を
設
置
せ
ず
、
又
は
自
衛
防
災
組
織
に
防
災
要
員
を
置
か
ず
、
若
し
く
は
防
災
資
機
材
等
を

備
え
付
け
て
い
な
い
特
定
事
業
者

自
衛
防
災
組
織
を
設
置
し
、
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
十
九
条
第
四
項
（
第
十
九
条
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
衛
防
災
組
織
に
防
災
要
員
を
置
き
、
若
し
く
は
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
五
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
・
二

（
略
）

三

第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
五
項
、
第
十
九
条
の
二
第
六
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者



- 3 -

○

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
抄

（
大
型
化
学
消
防
車
、
大
型
高
所
放
水
車
、
泡
原
液
搬
送
車
等
）

第
八
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
、
次
の
表
の
第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
石
油
を
貯
蔵
す
る
屋
外
タ
ン
ク
（
以
下
「
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
で
次
項
に
規
定
す
る
送
泡
設
備

付
き
タ
ン
ク
以
外
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
大
型
化
学
消
防
車
（
毎
分
三
千
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
大
型
の
化

学
消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
大
型
高
所
放
水
車
（
毎
分
三
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
大
型
の
高
所
放
水
車
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
泡
原
液
搬
送
車
（
以
下
「
泡
原
液
搬
送
車
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
次
項
に
規
定

す
る
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
表
の
こ
れ
ら
の
欄
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
同
表
の

第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
の
区
分
が
異
な
る
二
以
上
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
同
表
の
第
四
欄
に
定
め
る
台
数
の
う
ち
最
も
多
い

台
数
（
同
じ
台
数
の
と
き
は
、
そ
の
台
数
。
以
下
同
じ
。
）
）
に
相
当
す
る
台
数
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
大
型

化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ

き
大
型
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
当
該
台
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
型

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
石
油
の

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
直
径

台
数

種
類

浮
き
ぶ
た
付
き
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う

石
油

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上

一
台

ち
浮
き
ぶ
た
が
屋
根
を
兼
ね
る
も
の

浮
き
ぶ
た
付
き
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う

石
油

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満

一
台

ち
浮
き
ぶ
た
が
屋
根
を
兼
ね
る
も
の
以
外

の
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

二
台

そ
の
他
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク

消
防
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
第
一
石
油

二
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
四
メ
ー
ト
ル
未
満

一
台

類
又
は
第
二
石
油
類

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満

二
台
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五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満

三
台

六
十
メ
ー
ト
ル
以
上

四
台

消
防
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
第
三
石
油

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満

一
台

類
又
は
第
四
石
油
類

五
十
メ
ー
ト
ル
以
上

二
台

２

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
送
泡
設
備
（
災
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置

さ
れ
た
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
次
に

掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
泡
水
溶
液
を
送
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
と
な
る
総
務
省
令
で
定
め
る
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所

に
二
以
上
の
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
係
る
総
務
省
令
で
定
め
る
台
数
の
う
ち
最
も
多
い
台
数
）
の
大
型
化
学
消
防
車
又

は
次
条
に
規
定
す
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車

二

当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
前
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
泡
水
溶
液
を
送
水
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
必
要
と
な
る
総
務
省
令
で
定
め
る
種
類
の

総
務
省
令
で
定
め
る
数
（
当
該
特
定
事
業
所
に
二
以
上
の
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
発
泡
器
（
以
下
「
発
泡
器
」
と
い
う
。
）
の
総
務
省

令
で
定
め
る
種
類
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
に
係
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
の
う
ち
最
も
多
い
数
（
同
じ
数
の
と
き
は
、
そ
の
数
。
以
下
同
じ
。
）
）
の
発

泡
器

（
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
）

第
九
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
所
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
特
定
事
業
所
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
台
数
（
当
該
特
定
事
業
所
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
所
の
区
分
の
二
以
上
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
該
当

す
る
区
分
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
台
数
の
う
ち
最
も
多
い
台
数
）
に
相
当
す
る
台
数
の
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
（
毎
分
二
千
百
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
化
学

消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組

織
に
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
同
条
に
規
定
す
る
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
備
え
付
け
る
べ
き
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
を
備
え
付
け
ず
、
又
は
当
該
台
数
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
定
事
業
所
の
区
分

台
数
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石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
が
一
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
特
定
事
業
所

一
台

石
油
の
貯
蔵
量
（
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
貯
蔵
所
（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵

一
台

所
を
除
く
。
）
の
石
油
の
貯
蔵
最
大
数
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
定
数
量
（
同
法
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る
指
定
数
量

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
十
万
倍
以
上
千
万
倍
未
満
の
特
定
事
業
所

石
油
の
貯
蔵
量
が
指
定
数
量
の
千
万
倍
以
上
二
千
万
倍
未
満
の
特
定
事
業
所

二
台

石
油
の
貯
蔵
量
が
指
定
数
量
の
二
千
万
倍
以
上
四
千
万
倍
未
満
の
特
定
事
業
所

三
台

石
油
の
貯
蔵
量
が
指
定
数
量
の
四
千
万
倍
以
上
の
特
定
事
業
所

四
台

第
四
類
危
険
物
の
取
扱
量
（
指
定
施
設
（
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
を
い
う
。
以
下
同

一
台

じ
。
）
の
消
防
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
第
四
類
の
危
険
物
の
取
扱
最
大
数
量
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
指
定
数
量
の
三
千
倍
以
上
十
二
万
倍
未

満
の
特
定
事
業
所

第
四
類
危
険
物
の
取
扱
量
が
指
定
数
量
の
十
二
万
倍
以
上
二
十
四
万
倍
未
満
の
特
定
事
業
所

二
台

第
四
類
危
険
物
の
取
扱
量
が
指
定
数
量
の
二
十
四
万
倍
以
上
四
十
八
万
倍
未
満
の
特
定
事
業
所

三
台

第
四
類
危
険
物
の
取
扱
量
が
指
定
数
量
の
四
十
八
万
倍
以
上
の
特
定
事
業
所

四
台

（
普
通
消
防
車
及
び
小
型
消
防
車
）

第
十
条

第
一
種
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
普
通
消
防
車
（
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
、
第
二
種
事
業
者
は
、
そ
の
第
二
種
事
業
所
の
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
を
法
第
二
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
貯
蔵
・
取
扱
量
で
除
し

て
得
た
数
値
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
の
処
理
量
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
処
理
量
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は
こ
れ
ら
を
合
計
し
た
数
値
が
〇
・
五
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
第
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二
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
小
型
消
防
車
（
毎
分
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
小
型
の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
台
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
普
通
高
所
放
水
車
）

第
十
一
条

第
一
種
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
事
業
所
に
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
石
油
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
が
あ
る
場
合
（
そ
の
第

一
種
事
業
所
で
第
九
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
所
に
該
当
す
る
も
の
に
、
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
第
一

種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
普
通
高
所
放
水
車
（
毎
分
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
高
所
放
水
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
一
台
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
）

第
十
二
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
、
指
定
施
設
で
あ
る
移
送
取
扱
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織

に
、
第
八
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
の
ほ
か
、
当
該
移
送
取
扱
所
の
規
模
に
応
じ
総
務
省
令
で
定
め
る
台
数
の
乙
種
普
通
化
学
消
防
車
（
毎
分
二
千
リ
ッ
ト

ル
以
上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
水
そ
う
付
き
の
化
学
消
防
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
容
量
泡
放
水
砲
等
）

第
十
三
条

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
の
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
、
浮
き
ぶ
た
付
き
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
う
ち
浮
き
ぶ
た
が
屋
根
を
兼
ね
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
で
そ
の
直
径
が
三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
当
該
浮
き

屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
当
該
特
定
事
業
所
に
二
以
上
の
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
と
き
は
、
最
も
直
径
が
大
き
い
浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
）
の
直
径
に
係

る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
の
放
水
能
力
の
合
計
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
以
上
に
相
当
す
る
数
の
大
容
量
泡
放
水
砲
（
毎
分
一
万
リ
ッ
ト
ル
以

上
の
放
水
能
力
を
有
す
る
泡
放
水
砲
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浮
き
屋
根
式
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
直
径

基
準
放
水
能
力

三
十
四
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満

四
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
メ
ー
ト
ル
未
満

六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
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七
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
九
十
メ
ー
ト
ル
未
満

九
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
メ
ー
ト
ル
未
満

百
メ
ー
ト
ル
以
上

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
衛
防
災
組
織
に
係
る
同
項
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
放
水
能
力
（
以
下
「
自
衛
防
災
組
織
の
基
準
放
水
能
力
」
と
い
う
。
）
が
毎
分
四
万

リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
衛
防
災
組
織
に
二
基
以
上
の
大
容
量
泡
放
水
砲
を
備
え
付
け
る
と
き
は
、
当
該
大
容
量
泡
放
水
砲
一
基
の
放

水
能
力
は
、
毎
分
二
万
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
で
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
大
容
量
泡
放
水
砲
に
必
要
な

量
の
泡
水
溶
液
を
供
給
す
る
た
め
に
必
要
な
防
災
資
機
材
等
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
大
容
量
泡
放
水
砲
用
防
災
資
機
材
等
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
）

第
十
七
条

第
一
種
事
業
者
は
、
そ
の
第
一
種
事
業
所
で
、
そ
の
敷
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
海
域
に
接
す
る
も
の
又
は
係
留
施
設
を
使
用
し
て
石
油
を
取
り
扱
う
も
の
の
石
油
の

貯
蔵
・
取
扱
量
が
一
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
当
該
第
一
種
事
業
所
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
石
油
の

貯
蔵
・
取
扱
量
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
長
さ
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
（
安
定
し
て
海
面
に
浮
き
、
か
つ
、
流
出
し
た
石
油
を
せ
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量

長
さ

一
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

千
八
十
メ
ー
ト
ル

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
百
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満

千
六
百
二
十
メ
ー
ト
ル

百
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上

二
千
百
六
十
メ
ー
ト
ル



- 8 -

２

前
項
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
展
張
船
の
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
の
展
張
能
力
及
び
隻
数
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
）

第
十
八
条

前
条
第
一
項
の
第
一
種
事
業
者
は
、
同
項
の
第
一
種
事
業
所
の
石
油
の
貯
蔵
・
取
扱
量
が
百
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自

衛
防
災
組
織
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
防
災
資
機
材
等
の
ほ
か
、
油
回
収
船
又
は
油
回
収
装
置
（
海
面
に
流
出
し
た
石
油
の
回
収
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
器
具
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
油
回
収
装
置
を
備
え
付
け
る
第
一
種
事
業
者
は
、
当
該
油
回
収
装
置
を
積
載
し
て
海
面
に
流
出
し
た
石
油
の
回
収
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
で
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
補
助
船
」
と
い
う
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
の
石
油
の
回
収
能
力
そ
の
他
油
回
収
船
及
び
油
回
収
装
置
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。
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○

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
抄

第
九
条
の
四

危
険
物
に
つ
い
て
そ
の
危
険
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
数
量
（
以
下
「
指
定
数
量
」
と
い
う
。
）
未
満
の
危
険
物
及
び
わ
ら
製
品
、
木
毛
そ
の
他
の
物
品
で
火
災

が
発
生
し
た
場
合
に
そ
の
拡
大
が
速
や
か
で
あ
り
、
又
は
消
火
の
活
動
が
著
し
く
困
難
と
な
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
指
定
可
燃
物
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
指

定
可
燃
物
に
類
す
る
物
品
の
貯
蔵
及
び
取
扱
い
の
技
術
上
の
基
準
は
、
市
町
村
条
例
で
こ
れ
を
定
め
る
。

②

指
定
数
量
未
満
の
危
険
物
及
び
指
定
可
燃
物
そ
の
他
指
定
可
燃
物
に
類
す
る
物
品
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
（
第
十
七
条
第

一
項
の
消
防
用
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
を
除
く
。
）
は
、
市
町
村
条
例
で
定
め
る
。

第
十
条

指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
は
、
貯
蔵
所
（
車
両
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
お
い
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い

う
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
場
所
で
こ
れ
を
貯
蔵
し
、
又
は
製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
以
外
の
場
所
で
こ
れ
を
取
り
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
轄
消
防

長
又
は
消
防
署
長
の
承
認
を
受
け
て
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
、
十
日
以
内
の
期
間
、
仮
に
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

②

別
表
第
一
に
掲
げ
る
品
名
（
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
品
名
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
数
量
を
異
に
す
る
二
以
上
の
危
険
物
を
同
一
の
場
所
で
貯
蔵
し
、
又
は
取

り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
物
の
数
量
を
当
該
危
険
物
の
指
定
数
量
で
除
し
、
そ
の
商
の
和
が
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
当
該
場
所

は
、
指
定
数
量
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
つ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

③

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
す
る
危
険
物
の
貯
蔵
又
は
取
扱
は
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

製
造
所
、
貯
蔵
所
及
び
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
一
条

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造

所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
者
も
、
同
様
と
す
る
。

一

消
防
本
部
及
び
消
防
署
を
置
く
市
町
村
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
消
防
本
部
等
所
在
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
区
域
に
設
置
さ
れ
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所

（
配
管
に
よ
つ
て
危
険
物
の
移
送
の
取
扱
い
を
行
う
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
移
送
取
扱
所
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

当
該
市
町
村
長

二

消
防
本
部
等
所
在
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
に
設
置
さ
れ
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
（
移
送
取
扱
所
を
除
く
。
）

当
該
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

三

一
の
消
防
本
部
等
所
在
市
町
村
の
区
域
の
み
に
設
置
さ
れ
る
移
送
取
扱
所

当
該
市
町
村
長

四

前
号
の
移
送
取
扱
所
以
外
の
移
送
取
扱
所

当
該
移
送
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
二
以
上
の
都
道
府
県
の
区
域
に
わ
た
つ
て
設
置
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
）

②
～
⑦

（
略
）
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第
十
一
条
の
四

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
の
位
置
、
構
造
又
は
設
備
を
変
更
し
な
い
で
、
当
該
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
の

品
名
、
数
量
又
は
指
定
数
量
の
倍
数
（
当
該
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
の
数
量
を
当
該
危
険
物
の
指
定
数
量
で
除
し
て
得
た
値

（
品
名
又
は
指
定
数
量
を
異
に
す
る
二
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
当
該
貯
蔵
又
は
取
扱
い
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
危
険
物
の
数
量
を
当
該
危
険
物
の
指

定
数
量
で
除
し
て
得
た
値
の
和
）
を
い
う
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
市
町
村
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

②
・
③

（
略
）

第
十
二
条
の
七

同
一
事
業
所
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
を
所
有
し
、
管
理
し
、
又
は
占
有
す
る
者
で
、
政
令
で
定
め
る
数
量
以
上
の
危
険
物
を
貯
蔵

し
、
又
は
取
り
扱
う
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
危
険
物
保
安
統
括
管
理
者
を
定
め
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
危
険
物
の
保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
を
所
有
し
、
管
理
し
、
又
は
占
有
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
危
険
物
保
安
統
括
管
理
者
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
市
町
村

長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
解
任
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
よ
る
危
険
物
の
移
送
は
、
当
該
危
険
物
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
危
険
物
取
扱
者
を
乗
車
さ
せ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）

第
十
七
条

学
校
、
病
院
、
工
場
、
事
業
場
、
興
行
場
、
百
貨
店
、
旅
館
、
飲
食
店
、
地
下
街
、
複
合
用
途
防
火
対
象
物
そ
の
他
の
防
火
対
象
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
関
係
者

は
、
政
令
で
定
め
る
消
防
の
用
に
供
す
る
設
備
、
消
防
用
水
及
び
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
（
以
下
「
消
防
用
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活

動
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
性
能
を
有
す
る
よ
う
に
、
政
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
、
設
置
し
、
及
び
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
・
③

（
略
）
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○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
抄

（
貯
蔵
所
の
区
分
）

第
二
条

法
第
十
条
の
貯
蔵
所
は
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。

一

（
略
）

二

屋
外
に
あ
る
タ
ン
ク
（
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い

う
。
）

三

（
略
）

四

地
盤
面
下
に
埋
没
さ
れ
て
い
る
タ
ン
ク
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い

う
。
）

五

簡
易
タ
ン
ク
に
お
い
て
危
険
物
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い
う
。
）

六

車
両
（
被
牽
け
ん
引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
前
車
軸
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
被
牽
け
ん
引
自
動
車
の
一
部
が
牽
け
ん
引
自
動
車
に
載
せ
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
被
牽

け
ん
引
自
動
車
及
び
そ
の
積
載
物
の
重
量
の
相
当
部
分
が
牽
け
ん
引
自
動
車
に
よ
つ
て
さ
さ
え
ら
れ
る
構
造
の
も
の
に
限
る
。
）
に
固
定
さ
れ
た
タ
ン
ク
に
お
い
て
危
険
物
を

貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
貯
蔵
所
（
以
下
「
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
」
と
い
う
。
）

七

（
略
）

（
危
険
物
保
安
統
括
管
理
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
所
等
）

第
三
十
条
の
三

法
第
十
二
条
の
七
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
は
、
第
四
類
の
危
険
物
を
取
り
扱
う
製
造
所
、
移
送
取
扱
所
又
は
一
般
取
扱
所
の
う

ち
、
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の
（
以
下
「
指
定
施
設
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）
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○

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
抄

（
製
造
の
許
可
等
）

第
五
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

圧
縮
、
液
化
そ
の
他
の
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
ガ
ス
の
容
積
（
温
度
零
度
、
圧
力
零
パ
ス
カ
ル
の
状
態
に
換
算
し
た
容
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
日
百
立
方

メ
ー
ト
ル
（
当
該
ガ
ス
が
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
ご
と
に
百
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

政
令
で
定
め
る
値
）
以
上
で
あ
る
設
備
（
第
五
十
六
条
の
七
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
設
備
を
除
く
。
）
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
（
容
器
に
充
て
ん
す
る
こ
と
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
冷
凍
（
冷
凍
設
備
を
使
用
し
て
す
る
暖
房
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者
及
び
液
化
石

油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
液
化
石
油
ガ
ス
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
の
供
給
設
備

に
同
条
第
一
項
の
液
化
石
油
ガ
ス
を
充
て
ん
し
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）

二

冷
凍
の
た
め
ガ
ス
を
圧
縮
し
、
又
は
液
化
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
す
る
設
備
で
そ
の
一
日
の
冷
凍
能
力
が
二
十
ト
ン
（
当
該
ガ
ス
が
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
ガ
ス
の
種
類
ご
と
に
二
十
ト
ン
を
超
え
る
政
令
で
定
め
る
値
）
以
上
の
も
の
（
第
五
十
六
条
の
七
第
二
項
の
認
定
を

受
け
た
設
備
を
除
く
。
）
を
使
用
し
て
高
圧
ガ
ス
の
製
造
を
し
よ
う
と
す
る
者

２
・
３

（
略
）

（
指
定
設
備
の
認
定
）

第
五
十
六
条
の
七

高
圧
ガ
ス
の
製
造
（
製
造
に
係
る
貯
蔵
を
含
む
。
）
の
た
め
の
設
備
の
う
ち
公
共
の
安
全
の
維
持
又
は
災
害
の
発
生
の
防
止
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
設
備
（
以
下
「
指
定
設
備
」
と
い
う
。
）
の
製
造
を
す
る
者
、
指
定
設
備
の
輸
入
を
し
た
者
及
び
外
国
に
お
い
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
指
定
設
備
の
製
造

を
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
指
定
設
備
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
、
協
会
又
は
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
設
備
認
定
機

関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
指
定
設
備
の
認
定
の
申
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
、
協
会
又
は
指
定
設
備
認
定
機
関
は
、
当
該
指
定
設
備
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の

基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
認
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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○

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
抄

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
液
化
石
油
ガ
ス
」
と
は
、
プ
ロ
パ
ン
、
ブ
タ
ン
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
炭
化
水
素
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を
液
化
し
た
も
の
（
そ
の
充
て
ん
さ
れ
た

容
器
内
又
は
そ
の
容
器
に
附
属
す
る
気
化
装
置
内
に
お
い
て
気
化
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
供
給
設
備
」
と
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
の
用
に
供
す
る
液
化
石
油
ガ
ス
の
供
給
の
た
め
の
設
備
（
船
舶
内
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
附
属
設

備
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

５
～
８

（
略
）


